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2011. ４月 6

行政からの

お らせ知
information

４月１日から市役所の組織を改正します

　

平
成
23
年
４
月
か
ら
各
出
張
所
の

土
・
日
・
祝
日
な
ど
の
日
直
業
務
は
廃

止
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
夜
間
の
問
い
合
わ
せ
な
ど
も

市
役
所
本
庁
舎
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま

す
。

市
役
所
閉
庁
時
の
問
合
せ
先

　
　
　
　
　

☎
０
４
７
５
（80）
１
１
１
２

　
　

総
務
課
職
員
係　

☎
（80）
１
１
１
７

　

市
で
は
、
現
在
、
都
市
計
画
の
見
直

し
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
次
の
日
程
で
、
山
武
市
の

都
市
計
画
（
用
途
地
域
、
都
市
計
画
道

路
な
ど
）
の
見
直
し
案
の
内
容
に
つ
い

て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
最
寄
り

の
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ご
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
他
の
会

場
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

①
日�　

時　

４
月
28
日
㈭

　
　

午
後
６
時
半
か
ら

　

場�　

所　

蓮
沼
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
小

体
育
館

②
日�　

時　

４
月
29
日
（
金
・
祝
）

　
　

午
前
10
時
か
ら

　

場�　

所　

さ
ん
ぶ
の
森
中
央
会
館
視

聴
覚
室

出
張
所
の
日
直
業
務
等
廃
止

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
）

縦
覧
・
帳
簿
の
縦
覧

　　総務課行政係
　　☎（80）1112
問市民協働の推進強化と地域活性化対策を積極的に推進するため、市役所組織を

一部変更します。
※課名などのうち緑色の表示は新設

【変更前】 【変更後】

部 課

総務部
秘書広報課

市民自治支援課

収税課

農林水産課

商工観光課

経　済
環境部

市民部

　　　 係

秘書係

広報広聴係

市民自治支援係

収税係

特別整理係

農林水産係

農業土木係

バイオマス推進室

商工振興係

観光振興係

部 課

総務部

秘書課

市民自治支援課

収税課

産業振興課

経済活性化チーム ☎（80）

バイオマス推進チーム ☎（80）1213 

経　済
環境部

市民部

　　　 　    係

秘書係 ☎（80）1291

渉外係 ☎（80）

市民自治支援係 ☎（80）0151
市民広報係 ☎（80）

収税係 ☎（80）1151

特別整理係 ☎（80）1152

債権回収対策室 ☎（80）

農林水産係 ☎（80）1211

農業土木課 ☎（80）1212

商工観光係 ☎（80） 

さらに市民のための広報活動を
おこなう

総務部

広報紙、ホームページ、市民広報に関すること
協働によるまちづくり、市民活動の推進に関すること

市税の収納管理に関すること

農業、畜産業および水産業の振興に関すること
農林道および農業用施設の管理、農業集落排水事業に関すること
商業および工業の振興、消費者行政に関すること
観光の振興、自然公園、海水浴場に関すること
経済の活性化につながる産業の振興に関すること
バイオマス、林業に関すること

市税の滞納整理に関すること
市債権回収対策に関すること

秘書、儀式、叙位叙勲、褒章および表彰、名誉市民に関すること
渉外戦略の策定および実践、報道機関との連絡・調整に関すること

秘書広報課

市民自治支援課

秘書課

市民自治支援課

秘書係 ☎（80）1291 …
…渉外係 ☎（80）1292

市民部

収税課収税課
収税係 　　　　☎（80）1151 …

…
…

特別整理係 　　☎（80）1152
債権回収対策室 ☎（80）1153

農水係 　　☎（80）1211 …
…
…
…

農業土木係 ☎（80）1212
商工係 　　☎（80）1201
観光係　　 ☎（80）1202

…
…

新規事業室 ☎（80）1214
バイオマス推進室☎（80）1213

経済環境部

市民自治支援係 ☎（80）0151 …
…市民広報係　　 ☎（80）0152

農林水産課

商工観光課

農商工・観光課

わがまち活性課

問

③
日�　

時　

４
月
29
日
（
金
・
祝
）

　
　

午
後
２
時
か
ら

　

場　

所　

山
武
市
役
所
大
会
議
室

　
　

都
市
整
備
課　
　

☎
（80）
１
１
９
１

　

納
税
者
の
皆
さ
ん
が
、
自
己
の
土
地

や
家
屋
の
評
価
が
適
正
か
を
判
断
で
き

る
よ
う
に
、
土
地
お
よ
び
家
屋
の
価
格

等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
い
た
し
ま
す
。

期　

間　

４
月
１
日
㈮
～
５
月
31
日
㈫

　

土
日
、
祝
日
を
除
く

時　

間　

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

場�　

所　

課
税
課
資
産
税
係
（
本
庁
舎

１
階
）

閲�

覧
で
き
る
人　

固
定
資
産
税
の
納
税

義
務
者
ま
た
は
委
任
を
受
け
た
方

（
委
任
状
持
参
）
に
限
り
ま
す
。
窓

口
で
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
身
分
証
明
書
な
ど
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

※
納
税
義
務
者
、
同
居
の
親
族
、
借
地

人
・
借
家
人
を
対
象
と
し
た
固
定
資
産

税
課
税
台
帳
の
閲
覧
制
度
も
あ
り
ま

す
。

　
　

課
税
課
資
産
税
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
２
８
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問問




